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新着情報

6月2日 20:00時点
第２章 資金繰り支援
 大企業・中堅企業向けの資本性劣後ローンの提供及び中堅企業向けの

金利引下げを実施します。 第2次補正（27ページ）

6月5日 19:00時点

第１章 経営相談
 専門家による電話・オンライン相談の窓口を新たに開設しました。（5ページ）

第５章 経営環境の整備
【家賃関連】
 賃貸借契約についての基本的なルールを掲載します。（63ページ）

6月15日 20:00時点

第５章 経営環境の整備
【雇用関連】
 雇用調整助成金について、助成額の上限引上げや、緊急対応期間を9月30日

まで延長するなど更なる拡充を行いました。（48、49ページ）

第４章 設備投資・販路開拓支援
【生産性革命推進事業】
 持続化補助金について、クラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者

（ナイトクラブ、ライブハウス等）を対象に、「追加対策枠」を設けます。最大50
万円まで、通常枠・コロナ特別枠・事業再開枠に上乗せすることができます。

（34、35ページ）



②-1 持続化補助（一般型）
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基本情報

想定される活用例

公募スケジュール

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

・感染症収束後の販路拡大に備えて、「インバウンド向けの英語表記メニュー」
や「のぼり」を作成。

・そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理の安定化、かつ時間
短縮化により、事業再開後の繁忙期の売り切れなどを回避。

・再開後のインバウンド需要取り込みのため、旅館にて、外国語版Webサイトで
ピクトグラムの活用やムスリム対応情報を発信し、外国人団体旅行予約の拡
大を図る。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

持続化補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。

【小規模事業者持続化補助（一般型）についてのお問合せ先】
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
電話番号：03-6670-2540
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日除く）

日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/
電話番号：03-6447-2389
受付時間：9:30～12:00／13:00～17:30（土日祝日除く）
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3次締切：10月2日（金）当日消印有効
4次締切： 2月5日（金）当日消印有効
※4次締切後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、それまでに申請のあった分
を審査し、採択発表を行います（制度内容、予定は変更する場合がございます。）。
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※創業事業者の特例（上限100万円への引上げ）の要件緩和（当⾯の間、
2020年創業者については創業の事実は登記簿又は開業届の写しにより確認）

※「事業再開枠」の取組は5月14日以降に実施した取組まで遡って補助。
※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者（ナイト

クラブ、ライブハウス等、公募要領に掲げられている業種）が対象。

対象：小規模事業者 等
補助上限：50万円、補助率：2/3
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
・「事業再開枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
・「追加対策枠」補助上限：50万円、補助率：2/3または定額（10/10）

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://r1.jizokukahojokin.info/


②-2 持続化補助（コロナ特別対応型）大
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業
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基本情報

想定される活用例

公募スケジュール

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路
開拓等の取組を支援。

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、店内飲食のみ
であった洋食屋が、出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来店しない顧客への
販売を開始

・旅館が、自動受付機を導入し、⾮対⾯型のサービスを提供する

3次締切： 8月7日（金）必着
4次締切：10月2日（金）必着
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対象：小規模事業者 等
補助上限：100万円、補助率：（類型A)2/3、(類型B又はC)3/4
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
・「事業再開枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
・「追加対策枠」補助上限：50万円、補助率：2/3、3/4又は定額（10/10）
※ 売上高が前年同月比▲20％以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領

を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額
の1/2を即時支給する。

※ 2月18日以降に実施した取組まで遡って補助。ただし、「事業再開枠」の取組は
5月14日以降に実施した取組まで遡って補助。

※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者（ナイトクラブ、
ライブハウス等、公募要領に掲げられている業種）が対象。

特別枠（コロナ特別対応型）の申請要件
32ページをご確認ください。

応募方法等の詳細は、下記サイトよりご確認ください。

【小規模事業者持続化補助（コロナ特別対応型）についてのお問合せ先】
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
電話番号：03-6670-3960
受付時間：9:30～12:00／13:00～17:30（土日祝日除く）

日本商工会議所 https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
電話番号：03-6447-5485
受付時間：9:30～12:00／13:00～17:30（土日祝日除く）
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http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全事業主）
【特例措置の内容】※下線が令和2年4月1日から令和2年９月30日までの休業等に適用
（※その他は休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年９月30日までの場合に適用）
○助成内容・対象の大幅な拡充
① 休業手当に対する助成率を引き上げ（中小企業4/5、大企業2/3）
② 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ（中小企業10/10、大企業3/4）

※助成額の上限を対象労働者１人１日当たり15,000円に引き上げ
③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ

（中小企業2,400円、大企業1,800円）
④ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

6か月未満の労働者も助成対象
⑤ １年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
○受給要件の更なる緩和
⑦ 生産指標の要件を緩和（対象期間の初日が令和2年4月1日から
令和2年９月30日までの間は、5％減少）

⑧ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑨ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件（クーリング期間）を撤廃
⑩ 事業所設置後１年以上を必要とする要件を緩和
⑪ 休業規模の要件を緩和
⑫ 支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業に

係る休業申請について、申請期限を令和2年8月31日まで特例的に緩和
⑬ 出向要件を緩和（「３か月以上１年以内」を「１か月以上１年以内」に）
○活用しやすさ
⑭ 短時間一斉休業の要件を緩和
⑮ 残業相殺制度を当⾯停止
⑯ 生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の幅を拡大（前年同月または昨

年12月との比較⇒前々年の同月または前月から前年同月のうちの適切な１か月との比較）
⑰ 申請書類の大幅な簡素化
⑱ 休業等計画届の提出が不要（令和2年5月19日より）
⑲ オンライン申請の開始（運用開始が延期となっておりますので、お待ちください。）

雇用調整助成金とは？
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に
休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部
を助成するものです。

厚生労働省HP
雇調金ページ

③
給
付
金

④
設
備
投
資
・
販
路
開
拓

⑤
経
営
環
境

①
経
営
相
談

②
資
金
繰
り

⑥
税
等

【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120-60-3999（受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む））
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更なる拡大について（6月12日～）
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【助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充について】
1．助成額の上限を対象労働者1人1日当たり15,000円に引き上げ
これまで、雇用調整助成金の助成額の上限額は、対象労働者１人１日あた
り8,330円となっていましたが、今般、令和２年４月１日から９月30日までの
期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円
に引き上げることとしました。

２. 解雇等を行わない中小企業の助成率を10/10に引き上げ
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助
成率は、原則９／10（一定の要件を満たす場合は10／10など）となってい
ましたが、今般、この助成率を一律10／10に引き上げることとしました。

３. 遡及適用について
 １・２については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、
令和２年４月１日に遡って適用となります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分（差額）を計算しますので、
再度の申請手続きは必要ありません。

① 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分（差額）を支給いたします。

② 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分（差額）を含めて支給いたします。

 ①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し（増額し）、従業
員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分に
ついての追加支給のための手続が必要となります。

【緊急対応期間の延長について】
新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金について
は、令和２年４月１日から同年６月30日までを緊急対応期間とし、各種の
特例措置を講じてきました。
今般、緊急対応期間の終期を３か月延長することとし（令和２年９月30日
まで延長）、上記助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用
することとしました。

【出向の特例措置等について】
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「３か月以上
１年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「１か月以上
１年以内」に緩和しました。



新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金をご活用ください

＼事業主の皆さまへ／

詐欺にご注意ください。国や都道府県労働局から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。！

▶▶助成金の対象

▶▶助成内容

▶▶申請期間

事業主の皆さまには、この助成金も活用しつつ、
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。

支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-6893-1100 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7357 京 都 075-241-0504 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-4630 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2728 兵 庫 078-367-0700 福 岡 092-411-4717

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-0221 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1701 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8294 長 野 026-223-0551 島 根 0852-20-7007 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-254-6320 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4403

千 葉 043-306-1860 三 重 059-261-2978 徳 島 088-652-2718

対象労働者１人当たり 有給休暇計５日以上20日未満：25万円 ＊1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円）

令和２年６月15日から令和３年２月28日まで
＊雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ごとの申請です。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に
本助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口を設置しています

受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

厚生労働省 都道府県労働局

令和２年５月７日から同年９月30日までの間に
❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る)を整備し、

❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知した事業主であって、

令和２年５月７日から令和３年１月31日までの間に（※）
❸当該休暇を合計して５日以上取得させた事業主
（※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間）

❶～❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

詳細は裏面をご参照ください

相談・申請窓口URL：https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html



▶支給申請の流れ

▶対象となる有給の休暇制度

▶対象となる労働者

▶支給額

○就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
＊ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、
遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

○制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、
全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。
（例）・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する

・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

○休暇制度の整備及び周知の時期
令和２年９月30日までに制度整備と周知が必要です。
また、令和２年９月30日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても
対象となります。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に
説明し、同意を得ることが必要です。

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

○連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和２年５月７日から令和３年１月31日までの合計の休暇取得日数に
応じて支給額が決定されます。

○同一の労働者について複数回の申請をした場合
２回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの
申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

＜新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは＞
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス
感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、
医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を
講じることを義務付ける措置。適用期間は、令和２年５月７日から令和３年１月31日まで。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

「❶制度整備」「❷社内周知」は、「❸休暇付与」後であっても、対象となります。

令和２年
５月７日 ９月30日６月15日

制度整備・周知
期限

令和３年
１月31日 ２月28日

❶制度整備

支給申請期間

❸休暇付与

❷社内周知

申請受付
開始

休暇取得
期限

申請期限

（※） （※）

※令和２年５月７日～令和３年１月31日：新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間



雇用調整助成金の受給額の
上限を引き上げます

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の方へ

解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を
10/10（100%）に拡充します

● 令和２年４月１日から９月30日までの期間を１日でも含む賃金締切期間

（判定基礎期間）が対象です

● すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます（裏面へ）

● これから支給申請を行うものは、厚労省ＨＰの様式をご活用ください

● 雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です

受給額の上限を引き上げます
（1人あたり日額8,330円⇒15,000円）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL020612企01

企業規模にかかわらず、
すべての事業主に適用

＜様式はこちら＞

（裏面へつづく）

「解雇等をせず雇用維持に努める」とは

・ 令和２年１月24日から賃金締切期間（判定基礎期間）の末日までに、解雇等を行っていないこと

（解雇とみなされる有期雇用労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます。

また、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含まれます）

・ 賃金締切期間（判定基礎期間）の末日時点の従業員数が、令和２年１月24日から賃金締切期間

（判定基礎期間）の末日までの各月末時点の従業員数の平均の５分の４以上であること

令和２年６月12日



追加支給について

すでに支給決定された事業主の方

● 追加支給の手続きは「不要」です

● すでに支給した額との差額（追加支給分）は後日支給します

差額（追加支給分）は令和２年７月以降順次にお支払しますので、
今しばらくお待ちください

支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方

● 追加支給の手続きは「不要」です

● 差額（追加支給分）も含めて支給します

※ 審査の状況によっては、差額（追加支給分）を令和２年７月以降順次お支払いする場合があります。

支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し（増額し）

従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方

● 追加支給の手続きが「必要」です

● 令和2年９月30日までに次の書類をご提出ください

「再申請書（様式）」、 「支給要件確認申立書（様式）」

「支給決定通知書の写し」、 「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」

「休業させた日や時間がわかる書類（対象労働者を増やした場合）」

＜様式はこちら＞

現在、非常に多くの申請をいただき順次審査をしていることから、お問い合わせを

いただいても、個別の手続きの状況や支給決定日などをお示しできない状況です。

大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

また、追加支給を希望しない場合は、お手数ですが、下記「申請・お問い合わせ先」

までご連絡ください。

ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局 職業安定部職業対策課（助成金センター）

およびハローワークまでお問い合わせください。
雇用調整助成金 検 索

申請・お問い合わせ先

都道府県労働局・ハローワーク



新型コロナウイルスの影響を受ける事業主の方へ

雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました！

次の二つの生産指標によって比較します。

雇用調整助成金を受給する場合、休業等を実施した期間を賃金締切
期間や暦月で区切った1か月ごとに申請を行います。この、休業等を
実施した期間を区切った1か月を判定基礎期間といいます。（支給申請
書の判定基礎期間には賃金締切期間を記載すれば問題ありません。）

生産量（額）、販売量、売上高、顧客数、仕入れ量（額）など、雇用
量の変動と相関関係が高い値を生産指標といいます。
添付書類として、比較した月の生産指標が分かるもの（例：売上簿や

レジの月次集計等（売上高の場合））を提出する必要があります。

生産指標とは

生産指標の比較方法

判定基礎期間とは

Ａ と Ｂ を比較し、 Ａ が５％（※）以上減少していれば要件を満たします。

（※）休業等の初日が令和2年3月31日以前の場合は１０％

判定基礎期間（複数の判定基礎期間がある
場合はその中でいずれか一つ)の初日が

属する月の生産指標
または

その前月の生産指標
または

その前々月の生産指標

詳細は裏面1へA

前年同月の生産指標【イ】
または

前々年同月の生産指標【ロ】
または

前年同月から前月までのいずれかの
1か月の生産指標【ハ】

詳細は裏面2へB

Ａ で選んだ月の生産指標に対して、

LL020611企01



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

ご不明な点は、最寄りの都道府県及びハローワークまでお問い合わせください。

令和2年5月30日令和2年4月1日 休業期間（4月1日～5月30日）

〇休業等実施期間：4月1日～5月30日

〇判定基礎期間（賃金締切期間）：毎月21日～20日（賃金締切日20日）

令和2年４月１日

【ア】
令和2年５月21日

【イ】

AとBの比較方法

１ A の選び方（休業等の初日が4月1日以降の場合の具体例）

【 A は2月～5月の生産指標から選べる】

２ Ｂ の選び方（Ａ で5月の生産指標を選んだ場合の具体例）

今回申請する判定基礎期間の初日ア～イの中から１つ選ぶ

イを選ぶ場合： A は3月～5月のいずれかの月の生産指標

アを選ぶ場合： A は2月～4月のいずれかの月の生産指標

A と【イ】(前年同月)または【ロ】(前々年同月)【ハ】(前年同月から前月
までのいずれかの1か月)の生産指標を比較
（ Ａ が５％以上減少していれば要件を満たします。減少していない場合は受給できません。）

〇２つの判定基礎期間がある場合

令和2年５月

（前々年同月）
平成30年５月

（前年同月）
令和元年５月

【ハ】【ロ】 【イ】

（前年同月から前月までのいずれかの1か月）
令和元年5月～令和2年4月の

いずれかの1か月

A
（生産指標）

LL020611企01

判定基礎期間
(4/1~5/20※）

判定基礎期間

(5/21~6/20) 令和2年6月21日

※賃金締切期間（3/21～4/20）の途中から休業を開始する（4/1）場合、判定基礎期間を
「賃金締切期間内の休業開始日以後の期間（4/1~4/20）その後１か月間（4/21~5/20）を
通算した期間（4/1～5/20）」とすることができます。


